
障害学生等の支援について 

 

本学では、障害やさまざまな社会的障壁により、修学や学生生活に制限を受ける学
生に対し、教職員が連携を図り、一人ひとりのニーズに応じた支援を行っています。
支援を希望する学生は、まずは学務課に相談してください。 

 

Ⅰ 基本方針 
新潟経営大学は、障害のある学生等に対する支援を、学内外の機関と連携をはか

り、当事者並びに関係者の合意を取り付け、必要な措置と環境整備をおこなうための
協議をなす組織として学生支援会議を設置し、本学在籍学生に対する差別的取扱い、
権利侵害をしないよう努めることとする。 

これにともない、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成 25 年法
律第 65 号)第 11 条第 1 項に基づき定めた「文部科学省所管事業における障害を理由と
する差別の解消の促進に関する対応指針」(平成 27 年文部科学省告示第 180 号)に則
り、以下の基本方針を定める。 

 

１．支援の対象 

 支援の対象は、本学に入学を希望する者、及び本学に在籍する学生(学部学生、研究
生、科目等履修生、留学生及び交換留学生等)のうち、障害及び社会的障壁により継続
的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあり、障碍者手帳や医師の
診断書等の根拠資料を有する学生とする。ただし、当該学生・保護者の申し出がなく
とも、当該学生の困難な状況について認識した教職員から提案がされた場合は、当該
学生を含めて建設的対話を行い、何らかの措置が必要であると認められるものを支援
の対象とする。 

 

２．支援範囲 

 ①入学試験 

 ②修学 

 ③課外活動、学校行事 

 ④インターンシップ、就職活動 

 ⑤その他、必要と認められるもの 

３．支援体制 

 本学に在籍する学生の相談窓口は身近な教職員または学務課とし、合理的配慮を含
む支援の内容・方法・実施時期等について学生部⾧が招集、開催する学生支援会議に
おいて協議を行い決定する。学生支援会議によって決められた措置は、修学支援につ
いては教務委員会が、就職活動支援についてはキャリア支援委員会が、課外活動や学
校行事、その他必要と認められる支援については学生委員会が調整・対応を行う。本
学への入学志願者の相談窓口は入試・広報課とし、支援については入試広報委員会が
調整・対応を行う。 

 



４．支援内容 

 本学に在籍する学生の合理的配慮の内容は、各学部・学科の教育方針(教育目標、ア
ドミッションポリシー・カリキュラムポリシー・ディプロマポリシー)に基づき、学生
本人または保護者との建設的対話と合意形成により決定される。本学が提供する措
置、支援は、教育目標や公平性を損なうような評価基準の変更や、進級、卒業要件を
緩和するといった教育の本質を変えるものとはならぬよう留意する。 

 

５．個人情報の保護と取扱い  

 学生の支援に当たる学部・学科、委員会等においては、支援を行う上で知り得た情
報を、当事者の人権とプライバシー保護の観点から適切に取扱い、第三者への提供が
必要な場合には、学生本人または保護者の同意を得るものとする。ただし、支援の対
応に当たって必要と認められる場合には、集団守秘義務を遵守した上で、情報を共
有・開示できることとする。 

 

６ その他  

 当基本方針は随時見直しを行い、変更を行った場合は、すみやかに全学に開示する
よう努めることとする。 

 

Ⅱ 学生支援会議について 
学生の支援に当たっては、学生支援会議を開き、差別的取り扱い、権利侵害をしない
よう、学内の連携を図り、合意を取り付け、適切な支援のための協議を行います。学
生支援会議は、学生部⾧、教務部⾧、学生係⾧、キャリア支援課係⾧、健康管理増進
室⾧、スクールカウンセラー、学科⾧その他必要と認められる者より構成されます。 

Ⅲ 学生支援の手続きについて 
学生の支援の実施に向けた手続きと流れは下図の通りとなります。 



学務課もしくは教職員に相談し、〈支援申請〉を行うことから始まります。学生の個
人情報は保護され、その取り扱いには細心の注意を払いますので、安心してご相談く
ださい。また、高校までは支援を受けていなくても、大学に入ってから心身に不調を
生じたり、学生生活を送る上で困難さが生じたりする場合があります。授業、学生生
活、就職等について困っていることがありましたら、お気軽にご相談ください。相談
内容に沿って検討し、学びやすい環境について一緒に考え支援していきます。 

 

【修学上の支援例】 

・授業中の一時退室を認める 

・参加しやすい座席の指定 

・聞き取りしやすいよう専用マイクの使用を認める 

・重要事項は文書で伝達（文書で伝える） 

 

学生生活、修学支援に関すること 

学務課・健康管理増進室 

TEL：0256-53-3000 

 

入学試験に関すること（受験をご検討の方） 

入試広報課 

TEL：0256-53-4311 

 


